
 

 

１月の給与振込日は、年末年始にかけて長期連休となり、事務手続き上１月13日の振込が

難しい為、１月15日(木)とさせていただきます。 

なお、１月13日の振込を希望される方は、12月25日(木)迄に氏名と金額をご連絡下さい。

振込額は、必要な金額（給与支給額内、1万円単位）とし、残額は１月15日に振込します。 

何卒ご理解の程、よろしくお願いいたします。 

 

【お問合せ･連絡先】総務部 小森 又は 営業担当迄 

 

 

令和8年 1月給与振込日は1月 15日(木)とさせていただきます 


